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南牧村結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

南牧村結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を次のように改正する。 

 

第２条（１）中「令和４年１月１日」を「令和５年３月１日」に改め、「令和５年３月３１

日」を「令和６年３月３１日」に改める。 

第３条（１）中「４００」を「５００」に改める。 

第４条（１）を削除し、（２）を（１）に改める。 

第５条第１項中「住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、」の次に「夫婦ともに婚姻日

における年齢が２９歳以下の場合は１世帯あたり６０万円、夫婦ともに婚姻日における年齢

が３９歳以下の場合は」を加える。第３号中「令和４年４月１日」を「令和５年４月１日」

に改め、「令和５年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に改める。 

第６条（８）を削除し、（９）を（８）に改め、第２項中「様式第４号」を「様式第３号に

改める。 

第７条第１項中「様式第５号」を「様式第４号」に改め、第２項中「様式第６号」を「様式

第５号」に改める。 

第８条第１項中「様式第７号」を「様式第６号」に改める。 

 

様式第１号５添付書類の「□退職証明書」を削除する。 

様式第４号２添付書類の「□退職証明書」を削除する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


